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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体に樹脂溶液を塗布して、支持体上にフレキシブル基板を形成するフレキシブル基
板形成工程と、前記フレキシブル基板上に機能層を形成する機能層形成工程と、機能層が
形成されたフレキシブル基板から支持体を除去する支持体除去工程とを有して、表示装置
を製造する方法であって、
　前記フレキシブル基板が二以上の樹脂層から形成されており、前記機能層が形成される
機能層形成領域におけるフレキシブル基板と支持体との剥離強度が２００Ｎ／ｍ以下０．
１Ｎ／ｍ以上であると共に、前記機能層形成領域を囲繞する位置には、前記フレキシブル
基板を形成する樹脂層のいずれか一つ以上が機能層形成領域の外周側に張り出して支持体
に接着して、フレキシブル基板が支持体から剥離されるのを防止する剥離防止部を形成し
て、かつ該剥離防止部の厚みを機能層形成領域のフレキシブル基板の厚みより薄くしてお
くことで、前記機能層形成領域若しくは剥離防止部に対応する支持体の部分への局所的な
化学的表面処理、又は、前記剥離防止部に対応する支持体の部分への局所的な加熱を行う
ことなく、前記支持体除去工程において、機能層形成領域のフレキシブル基板と剥離防止
部とを分離した上で、機能層を備えたフレキシブル基板から支持体を除去することを特徴
とする表示装置の製造方法。
【請求項２】
　支持体に樹脂溶液を塗布して、支持体上にフレキシブル基板を形成するフレキシブル基
板形成工程と、前記フレキシブル基板上に機能層を形成する機能層形成工程と、機能層が
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形成されたフレキシブル基板から支持体を除去する支持体除去工程とを有して、表示装置
を製造する方法であって、
　前記機能層が形成される機能層形成領域におけるフレキシブル基板と支持体との剥離強
度が２００Ｎ／ｍ以下０．１Ｎ／ｍ以上であり、前記機能層形成領域を囲繞する位置には
、機能層の構成材料の一部が機能層形成領域の外周側に張り出して支持体に接着して、フ
レキシブル基板が支持体から剥離されるのを防止する剥離防止部を形成しておくことで、
前記機能層形成領域若しくは剥離防止部に対応する支持体の部分への局所的な化学的表面
処理、又は、前記剥離防止部に対応する支持体の部分への局所的な加熱を行うことなく、
前記支持体除去工程において、機能層形成領域のフレキシブル基板と剥離防止部とを分離
した上で、機能層を備えたフレキシブル基板から支持体を除去することを特徴とする表示
装置の製造方法。
【請求項３】
　前記支持体除去工程において、剥離防止部を支持体から除去した後、機能層を備えたフ
レキシブル基板から支持体を除去することを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置
の製造方法。
【請求項４】
　前記剥離防止部におけるフレキシブル基板と支持体との剥離強度が５００Ｎ／ｍ以下で
ある請求項１又は２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記剥離防止部を形成する機能層の一部の構成材料が、無機材料により形成される無機
層である請求項２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記機能層形成工程に先駆けて、フレキシブル基板形成工程で形成されたフレキシブル
基板の機能層形成領域に対応する位置のみにＵＶレーザー光を照射することで、機能層形
成領域のフレキシブル基板と支持体との剥離強度に比べて、機能層形成領域を囲繞する位
置のフレキシブル基板と支持体との剥離強度を高めて剥離防止部を形成することを特徴と
する請求項１又は２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記フレキシブル基板の厚みが０．１μｍ以上３０μｍ以下である請求項１又は２に記
載の表示装置の製造方法。
【請求項８】
　前記フレキシブル基板がポリイミドからなる請求項１又は２に記載の表示装置の製造方
法。
【請求項９】
　前記フレキシブル基板形成工程において、支持体にポリイミド又はポリイミド前駆体の
樹脂溶液を塗布した後、酸化性雰囲気で熱処理してフレキシブル基板を得る請求項８に記
載の表示装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記フレキシブル基板形成工程において、支持体にポリイミド又はポリイミド前駆体の
樹脂溶液を塗布した後、２８０℃以上で熱処理してフレキシブル基板を得る請求項８に記
載の表示装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記フレキシブル基板形成工程において、支持体にポリイミド又はポリイミド前駆体の
樹脂溶液を塗布した後、連続熱処理でフレキシブル基板を得る請求項８に記載の表示装置
の製造方法。
【請求項１２】
　表示装置がタッチパネルである請求項１又は２に記載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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  本発明は、表示装置の製造方法に関し、詳しくは、液晶表示装置、有機ＥＬディスプレ
イ、有機ＥＬ照明、電子ペーパー、タッチパネル、カラーフィルター等の表示装置又は表
示装置用部材がフレキシブル基板上に形成された表示装置の製造方法に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
  液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置等の表示装置は、テレビのような大型ディスプレイや
、携帯電話、パソコン、スマートフォンなどの小型ディスプレイ等、各種のディスプレイ
用途に使用されている。表示装置の代表的なものとして有機ＥＬ表示装置があるが、例え
ば、この有機ＥＬ表示装置では、支持基材であるガラス基板上に薄膜トランジスタ（以下
、ＴＦＴ）を形成し、電極、発光層、電極を順次形成し、最後に別途ガラス基板や多層薄
膜等で気密封止して作られる。
【０００３】
  ここで、ガラス基板を従来のガラス基板から樹脂基材へと置き換えることにより、薄型
・軽量・フレキシブル化が実現でき、表示装置の用途を更に広げることができる。しかし
ながら、樹脂は一般にガラスと比較して寸法安定性、透明性、耐熱性、耐湿性、ガスバリ
ア性等に劣るため、現時点では研究段階にあり種々の検討がなされている。
【０００４】
  例えば、特許文献１は、フレキシブルディスプレイ用プラスチック基板として有用なポ
リイミド、及びその前駆体に係る発明に関し、シクロへキシルフェニルテトラカルボン酸
等のような脂環式構造を含んだテトラカルボン酸類を用いて、各種ジアミンと反応させた
ポリイミドが透明性に優れることを報告している。この他にも、支持基材にフレキシブル
な樹脂を用いて軽量化を図る試みがなされており、例えば、下記の非特許文献１及び２で
は、透明性の高いポリイミドを支持基材に適用した有機ＥＬ表示装置が提案されている。
【０００５】
  このように、ポリイミド等の樹脂フィルムがフレキシブルディスプレイ用フレキシブル
基板に有用であることは知られているが、表示装置の製造工程は、既にガラスを用いて行
なわれており、その生産設備の大半はガラスを使用することを前提に設計されている。し
たがって、既存の生産設備を有効活用しながら、表示装置を生産することを可能とするこ
とが望ましい。
【０００６】
  その検討の具体例の一つとして、ガラスを支持体として用いて、ガラス上に樹脂基板を
積層した状態で所定の表示装置の製造工程を完了させ、その後にガラスを取り除くことで
、フレキシブル基板上に表示部を備えた表示装置の製造方法が知られている（特許文献２
～８、非特許文献３～４参照）。そして、これらの場合、表示装置の製造工程のうち所定
の工程ではガラスと樹脂基板の剥離が発生なく良好に密着していることと、表樹脂基板上
に形成された表示部（ディスプレイ部）に損傷を与えずに樹脂基材とガラスとを分離する
ことが必要となる。
【０００７】
  すなわち、非特許文献３では、ガラス上に塗布して固着した樹脂基材に対し、所定の表
示部を形成した後、ＥＰＬａＲ（Electronics on Plastic by Laser Release）プロセス
と呼ばれる方法によりガラス側からレーザーを照射して、表示部を備えた樹脂基材をガラ
スから分離する。この方法では、樹脂基材上に表示部を形成した後にレーザーを照射する
ため、樹脂基材を通過したレーザーがＴＦＴ、カラーフィルターなどの機能層にダメージ
を与える恐れがある。特に、樹脂基材に透明性の高い樹脂を適用すると、レーザーが樹脂
層を透過しやすく、機能層へのダメージの恐れが一層高くなる。機能層へのダメージを避
けるためにレーザーの強度を低くすると、生産性が低下するといった問題がある。
【０００８】
  一方、非特許文献４記載の方法は、ＥＰＬａＲ法の欠点を改善した方法であって、剥離
層をガラス基板に塗布して形成した後、剥離層の上にポリイミド樹脂を塗布し、有機ＥＬ
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表示装置の製造工程が完了した後に剥離層からポリイミドフィルム層を剥離する方法であ
る。すなわち、この方法は、剥離層２をガラス１に形成した後に、剥離層２よりも一回り
大きくポリイミド層３を形成し、その後、所定のＴＦＴ及び有機ＥＬ工程のプロセス処理
を行い、ＴＦＴ/有機ＥＬパネル部（表示部）４を形成した後、剥離層２の内側の切断線
５に沿って剥離層２まで切断して、ポリイミド層３及びＴＦＴ/有機ＥＬパネル部（表示
部）４を剥離層２から剥離するというものである。しかしながら、非特許文献４には、そ
の剥離層にどのようなものを使用するかなど具体的記載がない。そのため、実際に剥離層
からの分離がどの程度の力を要するのか、また、分離されたポリイミド層３の表面性状が
どのような状態になるのか不明である。また剥離層の面積をポリイミド層の面積より小さ
くする必要があるため、有機EL表示装置の形成可能な面積に制限があり、生産性に課題が
ある。生産性の低下を防止するために剥離層の面積を大きくすると、剥離層の外周部でガ
ラスに接着しているポリイミド層の面積が小さくなり、工程中の応力により剥離が発生し
やすくなるといった問題がある。
【０００９】
  特許文献２記載の方法は、ガラス上にパリレンまたは環状オレフィン共重合体からなる
剥離層を形成した後に、非特許文献４記載の方法と同様に剥離層よりも一回り大きくポリ
イミド層を形成し、その上に電子デバイスの作製を行なった後、ポリイミド層を剥離する
方法である。ディスプレイ用途に必要となるＴＦＴの形成には、一般に４００℃程度に達
するアニール工程が必要であるが、この方法では、剥離層の耐熱性がポリイミドより劣る
ため、ポリイミド層の熱処理温度や電子デバイスを作成する際の最高温度が剥離層の耐熱
性に制限されるという課題がある。また、ガラスと剥離層との間、及び、剥離層とポリイ
ミド層との間の接着は弱いため、工程中の応力に耐えられず剥離の原因となりうる。さら
に剥離層の熱膨張係数はポリイミドより大きく、樹脂種の違いによる熱膨張係数の差が反
りの要因となりうる。
【００１０】
　特許文献３記載の方法は、支持体上に樹脂層を形成した後、樹脂層上に光電変換素子を
形成する光起電力装置の製造方法であり、光電変換装置部分を囲繞する位置に支持体と樹
脂層の密着力が高い部分を設ける方法である。樹脂層としてポリイミドが例示されている
が、支持体からポリイミドを剥離可能とする手法についての開示はない。有機ＥＬ表示装
置では、光起電力装置と異なり非常に高いガスバリア性が要求されるため、樹脂層上に緻
密なバリア層を形成することが必須であるが、支持体と樹脂層の剥離強度が高いと、剥離
時にバリア層にクラックが入り、ガスバリア性が低下する恐れがある。さらに、表示装置
には、より薄化、軽量化が求められており、樹脂層の薄化に対するニーズは光起電力装置
と比較し、はるかに強い。樹脂層の厚みが３０μｍ以下の場合、支持体と樹脂層の剥離強
度を適切に制御せずに、剥離を行なった場合、樹脂層に伸びが生じ、ガスバリア層、回路
、ＴＦＴ、カラーフィルター、ＩＴＯ等の表示装置の機能層がダメージを受ける。また、
支持体の再利用のためには、光起電力装置部分を囲繞する部分も、支持体から剥離する必
要があるが、特許文献３の方法は光起電力装置部分よりさらに密着力が強い部分が必須で
あるため、この部分の剥離が困難となる可能性がある。
【００１１】
　特許文献４、特許文献５においては、特定の化学構造を有するジアミンと酸無水物の比
率を変えることにより、支持体とポリイミドフィルム基板の剥離強度を制御するデバイス
の製造方法が開示されているが、所定の工程内での支持体とポリイミドフィルム基板の確
実な剥離防止と、所定の工程後の良剥離性を同時に満足する手法についての記載はない。
さらに得られたポリイミドは黄褐色に着色し透明性に劣るため、表示装置への適用範囲は
限定される。また、特許文献５に剥離強度が１６０Ｎ／ｍ未満では、プロセス中でのウェ
ット洗浄工程に耐えられない等、実用的デバイスとしての利用は困難であるとの開示があ
る。
【００１２】
　特許文献６の方法は、無機材料である支持体と樹脂層の積層体の製造方法であり、支持
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体の表面のカップリング剤処理を行なった後、ＵＶ照射等によりこのカプリング剤のパタ
ーン化処理を行ない、剥離強度が異なる良好接着部分と易剥離部分をもつ積層体の製造方
法である。この方法では、カップリング剤処理、パターンニングが必要であるため、工程
数の増加によるコストアップ、歩留り低下の問題がある。また、それぞれの部分の剥離強
度を再現性良く所定の値に制御することは困難である。さらに、実用上、支持体は再利用
し繰り返し使用される場合が多く、再利用のためには、良好接着部分が容易に剥離できる
ことが好ましいが、良好接着部分の剥離性について考慮はなく、実施例によると良好接着
部分の剥離強度の多くは５００Ｎ／ｍ以上となっており、剥離は容易ではない。
【００１３】
　特許文献７の方法は、支持体に設けたフィルム材料層を加熱してフィルム層にした後、
表示層形成前にフィルム形成温度より高い温度で周辺部を加熱することにより接着力の高
い剥離防止部を設け、さらに表示層形成後に上記剥離防止部を加熱し、支持基板からフィ
ルム材料を剥離する表示装置の製造方法が開示されている。この方法では、フィルム材料
の部分的な加熱が表示層形成前、形成後の二回必要であり、工程数の増加によるコストア
ップ、さらにレーザー等の剥離専用設備が必要となるといった課題がある。また、表示層
形成部の剥離強度を制御する手段についての記載はない。
【００１４】
　特許文献８の方法は、支持体上に剥離層を形成した後、剥離層上にフレキシブル基板を
形成し、剥離層とフレキシブル基板の間で剥離を行なう方法である。剥離層として、モリ
ブデン、ニッケル、窒化ケイ素が開示されている。この方法では、パターンニングされた
剥離層形成のためにスパッタリング、フォトリソエッチング等の工程が必要となり、工程
数の増加によるコストアップの問題がある。また、製造工程中、剥離層の脱落物による異
物混入、工程汚染の恐れがある。支持体の工程投入前および再利用前のブラシ洗浄等で剥
離層が脱落した場合、フレキシブル基板の剥離不良の問題も発生する。
【００１５】
  これらの方法は、いずれもガラスを支持基材として用いて、ガラスに固定したフレキシ
ブル基板に表示部を形成することで、フレキシブル基板の取り扱い性や寸法安定性を担保
することができ、しかも、液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置等の表示装置を製造する現行
の製造ラインで、そのままガラスを使用できる利点がある。
　しかしながら、上記の方法では、支持体とフレキシブル基板が剥離の発生なく積層され
、所定の表示部を形成した後に極めて簡便に分離でき、フレキシブル基板や表示部に与え
るダメージが少なく、かつ、フレキシブル基板から除去された支持基材に残留するフレキ
シブル基板が簡易な手段で除去できる、という観点では十分でなく、更なる改善が必要で
あった。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
  そこで、本発明の目的は、予め支持体と一体化されたフレキシブル基板に対して、所定
の機能層を形成した後、支持体からフレキシブル基板を容易に分離できて、表示装置を簡
便に得ることができる方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明者らは上記課題を解決するために鋭意検討した結果、機能層が形成される機能層
形成領域のフレキシブル基板と支持体との剥離強度が２００Ｎ／ｍ以下０．１Ｎ／ｍ以上
にすると共に、上記機能層形成領域を囲繞する位置に、フレキシブル基板が支持体から剥
離されるのを防止する剥離防止部を形成しておき、機能層形成領域のフレキシブル基板と
剥離防止部とを分離した上で、機能層を備えたフレキシブル基板から支持体を除去するこ
とにより、フレキシブル基板の取り扱い性や寸法安定性を担保しながら機能層を精度良く
製造でき、しかも、支持体からフレキシブル基板を容易に分離して表示装置を得ることが
できることを見出し、本発明を完成させた。
【００２０】
　すなわち、本発明は、支持体に樹脂溶液を塗布して、支持体上にフレキシブル基板を形
成するフレキシブル基板形成工程と、前記フレキシブル基板上に機能層を形成する機能層
形成工程と、機能層が形成されたフレキシブル基板から支持体を除去する支持体除去工程
とを有して、表示装置を製造する方法であって、前記フレキシブル基板が二以上の樹脂層
から形成されており、前記機能層が形成される機能層形成領域におけるフレキシブル基板
と支持体との剥離強度が２００Ｎ／ｍ以下０．１Ｎ／ｍ以上であると共に、前記機能層形
成領域を囲繞する位置には、前記フレキシブル基板を形成する樹脂層のいずれか一つ以上
が機能層形成領域の外周が和に張り出して支持体に接着して、フレキシブル基板が支持体
から剥離されるのを防止する剥離防止部を形成して、かつ該剥離防止部の厚みを機能層形
成領域のフレキシブル基板の厚みより薄くしておくことで、前記機能層形成領域若しくは
剥離防止部に対応する支持体の部分への局所的な化学的表面処理、又は、前記剥離防止部
に対応する支持体の部分への局所的な加熱を行うことなく、前記支持体除去工程において
、機能層形成領域のフレキシブル基板と剥離防止部とを分離した上で、機能層を備えたフ
レキシブル基板から支持体を除去することを特徴とする表示装置の製造方法である。
【００２１】
　また、本発明は、支持体に樹脂溶液を塗布して、支持体上にフレキシブル基板を形成す
るフレキシブル基板形成工程と、前記フレキシブル基板上に機能層を形成する機能層形成
工程と、機能層が形成されたフレキシブル基板から支持体を除去する支持体除去工程とを
有して、表示装置を製造する方法であって、前記機能層が形成される機能層形成領域にお
けるフレキシブル基板と支持体との剥離強度が２００Ｎ／ｍ以下０．１Ｎ／ｍ以上であり
、前記機能層形成領域を囲繞する位置には、機能層の構成材料の一部が機能層形成領域の
外周側に張り出して支持体に接着して、フレキシブル基板が支持体から剥離されるのを防
止する剥離防止部を形成しておくことで、前記機能層形成領域若しくは剥離防止部に対応
する支持体の部分への局所的な化学的表面処理、又は、前記剥離防止部に対応する支持体
の部分への局所的な加熱を行うことなく、前記支持体除去工程において、機能層形成領域
のフレキシブル基板と剥離防止部とを分離した上で、機能層を備えたフレキシブル基板か
ら支持体を除去することを特徴とする。



(7) JP 6234391 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

【００２２】
　また、本発明の表示装置の製造方法は、好ましくは、前記支持体除去工程において、剥
離防止部を支持体から除去した後、機能層を備えたフレキシブル基板から支持体を除去す
ることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明の表示装置の製造方法は、好ましくは、前記剥離防止部におけるフレキシ
ブル基板と支持体との剥離強度が５００Ｎ／ｍ以下であることを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の表示装置の製造方法は、好ましくは、前記剥離防止部を形成する機能層
の一部の構成材料が、無機基材により形成される無機層であることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の表示装置の製造方法は、好ましくは、前記機能層形成工程に先駆けて、
フレキシブル基板形成工程で形成されたフレキシブル基板の機能層形成領域に対応する位
置のみにＵＶレーザー光を照射することで、機能層形成領域のフレキシブル基板と支持体
との剥離強度に比べて、機能層形成領域を囲繞する位置のフレキシブル基板と支持体との
剥離強度を高めて剥離防止部を形成することを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明の表示装置の製造方法は、好ましくは、前記フレキシブル基板の厚みが０
．１μｍ以上３０μｍ以下であることを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明の表示装置の製造方法は、好ましくは、前記フレキシブル基板がポリイミ
ドからなることを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明の表示装置の製造方法は、好ましくは、前記フレキシブル基板形成工程に
おいて、支持体にポリイミド又はポリイミド前駆体の樹脂溶液を塗布した後、酸化性雰囲
気で熱処理してフレキシブル基板を得ることを特徴とする。
【００２９】
　　また、本発明の表示装置の製造方法は、好ましくは、前記フレキシブル基板形成工程
において、支持体にポリイミド又はポリイミド前駆体の樹脂溶液を塗布した後、２８０℃
以上で熱処理してフレキシブル基板を得ることを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明の表示装置の製造方法は、好ましくは、前記フレキシブル基板形成工程に
おいて、支持体にポリイミド又はポリイミド前駆体の樹脂溶液を塗布した後、連続熱処理
でフレキシブル基板を得ることを特徴とする。
【００３１】
　また、本発明の表示装置の製造方法は、好ましくは、表示装置がタッチパネルであるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明の表示装置の製造方法は、その製造工程において、支持体への局所的な化学的表
面処理または加熱を行うことなく、支持体とフレキシブル基板が剥離の発生なく積層され
、所定の機能層を形成した後に極めて簡便に表示装置を分離でき、かつ、フレキシブル基
板や機能層にダメージを与えないため、量産性に優れる。また、表示装置を除去した後に
支持体に残留する枠状のフレキシブル基板（つまり、剥離防止部に対応する部分）が簡易
な手段で除去できるため、支持体の再利用が容易となる。その結果、表示装置の製造にお
いて、ガラス基板からフレキシブル基板への置き換えを更に促進することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図１は、参考例１に係る表示装置の製造方法を示す模式説明図である。
【図２】図２は、実施例２に係る表示装置の製造方法を示す模式説明図である。
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【図３】図３は、実施例３に係る表示装置の製造方法を示す模式説明図である。
【図４】図４は、実施例４に係る表示装置の製造方法を示す模式説明図である。
【図５】図５は、参考例５に係る表示装置の製造方法を示す模式説明図である。
【図６】図６は、実施例６に係る表示装置の製造方法を示す模式説明図である。
【図７】図７は、実施例７に係る表示装置の製造方法を示す模式説明図である。
【図８】図８は、比較例４に係る表示装置の製造方法を示す模式説明図である。
【図９】図９は、機能層形成領域を固定する基体を有して表示装置の製造方法に用いられ
る剥離装置を示す模式説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、本発明の表示装置の製造方法の一形態について、詳細に説明する。
  先ず、支持体を準備する。この支持体は、例えば、有機ＥＬ表示装置の製造過程におい
て、機能層として表示部を形成する際の台座の役割を担う。また、タッチパネルの製造工
程において、透明導電膜の成膜や回路加工など電極層を形成する際の台座の役割を担う。
この支持体については、各種表示装置を形成する表示部等の機能層の製造過程での熱履歴
や雰囲気等に耐え得るような化学的強度や機械的強度を備えたものであれば特に制限され
ず、ガラス、セラミック、シリコン、金属箔や、剛性を有する樹脂板、ガラスと樹脂の複
合材料が例示されるが、好適には、ガラス板又はシリコンウェハーを用いるのがよい。上
記支持体は公知の洗浄方法や表面処理を行なってもよいが、支持体上に洗浄や化学的表面
処理を局所的に行なうパターニングは必要としない。支持体として、ガラスを使用する場
合、例えば、有機ＥＬ表示装置やタッチパネルの製造において一般的に使用されるものを
利用することができる。但し、本発明で製造する表示装置では、表示装置における支持基
材は樹脂層からなるフレキシブル基板である。つまり、上記支持体は、フレキシブル基板
上に表示部等の機能層を形成する際に台座の役割をするものであって、機能層の製造過程
でフレキシブル基板の取り扱い性や寸法安定性等を担保することはあっても、最終的には
除去されて表示装置を構成するものではない。
【００４１】
  また、本発明の表示装置の製造方法は、この支持体の上に樹脂溶液を塗布し、この支持
体上にフレキシブル基板を形成するフレキシブル基板形成工程、上記フレキシブル基板上
に表示部等の機能層を形成し、機能層を形成する機能層形成工程、及び上記機能層が形成
されたフレキシブル基板から支持体を除去する支持体除去工程の各工程を含む。
　先ず、フレキシブル基板形成工程について説明する。
【００４２】
　フレキシブル基板形成工程において、支持体の上に樹脂溶液を塗布した後に、熱処理を
することが好ましい。前記熱処理は、支持体上に塗布した樹脂溶液から溶媒を除去すると
共に、樹脂を硬化させて、耐熱性、耐溶剤性等に優れたフレキシブル基板を形成して、か
つ、そのフレキシブル基板の支持体からの剥離性を付与する効果がある。この条件は、上
記熱処理における昇温時の最高加熱温度(最高到達温度)より２０℃低い温度から最高到達
温度までの高温加熱温度域での加熱時間（以下、「高温保持時間」という。）を１５分以
内とすることが好ましい。この高温保持時間が１５分を超えると、フレキシブル基板が脆
化する傾向になる。また、フレキシブル基板に透明性が求められる場合、高温保持時間が
１５分を超えると着色等によってフレキシブル基板の透明性が低下する傾向にある。フレ
キシブル基板の機械的強度及び透明性を維持するためには高温保持時間は短い方が良いが
、短すぎると上記熱処理の効果が十分に得られない可能性がある。最適な高温保持時間は
、加熱方式、支持体の熱容量、フレキシブル基板の厚み等によって異なるが、例えば、フ
レキシブル基板がポリイミドである場合は、０．５分以上５分以内とすることがさらに好
ましい。
　なお、本発明では、フレキシブル基板形成工程において、前記機能層形成領域又は剥離
防止部に対応する支持体の部分に対し、局所的な化学的表面処理又は加熱を行わない。こ
こで、化学的表面処理とは、例えば、シランカップリング剤等の低分子化合物、モリブデ
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またはラミネートが挙げられ、粗化等の物理的表面処理とは異なる。
【００４３】
　フレキシブル基板形成工程での上記熱処理における適切な最高加熱温度は、樹脂や溶剤
の種類、樹脂厚み、支持体の材質や厚み、加熱時間によって異なるが、フレキシブル基板
がポリイミドである場合は、２３０℃以上であることが好ましい。最高加熱温度が２３０
℃より低いと、得られたフレキシブル基板中に溶剤が残留し、これが製造工程中で問題と
なる可能性がある。また、後の支持体除去工程において支持体の除去を容易にするために
は、最高到達温度は２８０℃より高い温度が好ましく、３３０℃より高い温度がさらに好
ましい。上記熱処理は、上記積層体を熱処理装置内に設置し移動することなく熱処理を行
なうバッチ熱処理でもよく、所定の温度に設定された熱処理装置内を、上記積層体を連続
的に移送することにより熱処理を行う連続熱処理でもよい。上記連続熱処理は、上記バッ
チ熱処理と比較し、生産性の向上、熱処理温の均一化、最高加熱温度の短時間化で有利で
ある。なお、フレキシブル基板がポリイミドの場合、熱処理温度の上限はポリイミドの化
学構造によって異なるが、熱処理温度が高すぎるとポリイミドの機械的特性や光学特性が
低下することなどから、実質的には５５０℃である。
【００４４】
　また、フレキシブル基板がポリイミドである場合は、好ましくは、上記熱処理を酸化性
雰囲気で行うことが好ましい。酸化性雰囲気で熱処理することで、支持体からフレキシブ
ル基板の剥離を容易にするという効果がある。ここで、酸化性雰囲気とは、酸素原子を５
％以上含む気体であり、具体的には空気、酸素、酸素富化空気、酸素ガスと不活性ガスの
混合ガス等が挙げられるが、空気雰囲気での熱処理は、コストが安いので好ましい。
【００４５】
　また、フレキシブル基板を構成する樹脂の化学構造は、以下に説明するように、上記機
能層の形成領域におけるフレキシブル基板と支持体との剥離強度（以下、「機能層形成領
域の剥離強度」という。）が２００Ｎ/ｍ以下０．１Ｎ／ｍ以上となるものであれば限定
されないが、耐熱性、寸法安定性の観点からポリイミドが好ましい。
【００４６】
　上記フレキシブル基板がポリイミドである場合、上記ポリイミドの構造は、下記一般式
（１）で表される構造単位を含む。
【化１】

ここで、Ａｒ1は４価の有機基を表し、Ａｒ２は２価の有機基を表す。
　Ａｒ1は、好ましくは、下記式（４）で表される４価の有機基のいずれかである。
【化２】

　また、Ａｒ2は、好ましくは下記一般式（２）又は（３）で表される。ここで、Ｒ1～Ｒ

8は、それぞれ独立に水素原子、フッ素原子、炭素数１～５までのアルキル基若しくはア
ルコキシ基、又はフッ素置換炭化水素基である。
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【化３】

　フレキシブル基板と支持体の剥離性を良好とするためには、Ａｒ1またはＡｒ２におい
てフッ素原子またはフッ素置換炭化水素基を含む、いわゆる含フッ素ポリイミドを用いる
のがより好ましい。例えば、一般式（２）にあってはＲ1～Ｒ4のうち、また、一般式（３
）にあってはＲ1～Ｒ8のうち、それぞれ少なくとも一つはフッ素原子又はフッ素置換炭化
水素基であるのが好ましい。
【００４７】
　また、上記フレキシブル基板がポリイミドである場合、上記樹脂溶液は、ポリイミド又
はポリイミド前駆体の溶液である。ポリイミド前駆体の溶液の場合、原料のジアミンと酸
無水物とを溶媒の存在下で重合し、ポリイミド前駆体の溶液とした後、これを支持体上に
塗布し、熱処理によりイミド化することによって製造することができる。また、ポリイミ
ドの溶液の場合、ポリイミドの溶液を支持体上に塗布し、熱処理により乾燥することによ
って製造することができる。
　ポリイミドフィルムの分子量は、原料のジアミンと酸無水物のモル比を変化させること
で主に制御可能であるが、通常、そのモル比は１：１である。必要に応じて、０．９８５
～１．０１５まで調整することができる。
【００４８】
　前記ポリイミド前駆体の溶液は、先ず、ジアミンを有機溶媒に溶解させた後、その溶液
に酸二無水物を加え、ポリイミド前駆体であるポリアミド酸を製造することができる。有
機溶媒としては、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ｎ-メチルピロリジノ
ン、２－ブタノン、ジグライム、キシレン等が挙げられ、これらを１種若しくは２種以上
併用して使用することもできる。
【００４９】
　得られたポリイミド前駆体の溶液を支持体に塗布する際、ポリイミド前駆体の濃度や分
子量の調整により、当該溶液の粘度は５００～７００００ｃｐｓの範囲とすることが好ま
しい。塗布の方法は、特に限定されず、所定の厚み精度が得られるのであれば、公知の方
法、例えば、スピンコーター、スプレーコーター、バーコーターや、スリット状ノズルか
ら押し出す方法が適用できる。また、樹脂溶液の塗布面となる基体や基材の表面に対して
適宜表面処理を施した後に、塗布を行ってもよい。
【００５０】
　また、上記フレキシブル基板は、その厚みは制限されないが、厚みの下限は０．１μｍ
が好ましく、０．３μｍがさらに好ましい。厚みが０．３μｍより薄いと、製造工程中に
混入した異物によりフレキシブル基板にピンホールが発生する可能性があり、０．１μｍ
より薄いと支持体表面の異常突起によりピンホールが発生する可能性がある。厚みの上限
は３０μｍ以下が好ましく、１０μｍ以下がより好ましく、５μｍ以下がさらに好ましい
。表示装置の厚みを十分に薄くするためには、フレキシブル基板の厚みは３０μｍ以下に
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するのがよく、良好なフレキシブル性を得るためには１０μｍ以下にするのがよい。さら
に、５μｍ以下とすることにより、表示装置用途において必要となる、広い波長領域での
高い透過率を得ることができる。
【００５１】
　ここで、上記機能層形成領域におけるフレキシブル基板と支持体との剥離強度が２００
Ｎ／ｍ以下０．１Ｎ／ｍ以上である必要がある。
【００５２】
　機能層形成領域の剥離強度が２００Ｎ／ｍより高い場合、フレキシブル基板上に形成す
るバリア層や、さらにはＴＦＴ、カラーフィルター、回路、ＩＴＯ等の機能層が、支持体
からの剥離時にダメージを受けやすくなる。バリア層がダメージを受けた場合、初期の表
示装置としての特性に問題がない場合でも、長期間使用後の特性が低下する。支持体とフ
レキシブル基板が接着していない場合、機能層形成工程中の応力や温度変化による支持体
とフレキシブル基板との熱膨張差などで、支持体からのフレキシブル基板の浮きが生じる
ことがあるため、機能層形成領域は剥離強度で０．１Ｎ／ｍ以上で支持体と接着している
ことが必要である。このため、本発明においては、機能層形成領域の剥離強度は低い方が
好ましく、機能層形成領域の剥離強度は２００Ｎ／ｍ以下０．１Ｎ／ｍ以上であり、好ま
しくは５０Ｎ／ｍ以下０．１Ｎ／ｍ以上であり、より好ましくは１０Ｎ／ｍ以下０．１Ｎ
／ｍ以上である。
【００５３】
　また、上記フレキシブル基板の４４０ｎｍから７８０ｎｍの波長領域での透過率が８０
％以上であることが好ましい。表示装置が有機表示ＥＬ装置である場合、有機ＥＬの発光
層から出る光の波長が主に４４０ｎｍから７８０ｎｍであることから、有機ＥＬ表示装置
に用いられる基板としてはこの波長領域での平均の透過率が少なくとも８０％以上である
ことが好ましい。より好ましくは、４４０ｎｍから７８０ｎｍでの平均の透過率は８５％
以上である。
【００５４】
　また、上記フレキシブル基板は単層の樹脂層で形成されてもよく、複数の樹脂層で形成
されてもよい。複数層からなる場合であって、例えば支持体と接する層を第一樹脂層とし
、この第一樹脂層の支持体と接する面と反対側の面に接する樹脂層を第二樹脂層とすると
、第一樹脂層と第二樹脂層は、同一の化学構造でもよく、異なる化学構造でもよい。上記
フレキシブル基板が複数の樹脂層からなる場合は、少なくとも支持体と接する層（先の例
で言えば第一樹脂層）が上述したポリイミドの構造を有することが好ましい。より好まし
くは、複数の樹脂層の全てが上述したポリイミドの構造を有するのがよい。なお、フレキ
シブル基板が複数の樹脂層からなる場合、これらの樹脂層の間にＳｉＯ２等の無機層を設
けてもよい。
【００５５】
　フレキシブル基板を複数の樹脂層で形成する場合、いずれかの樹脂層の少なくとも一部
が他の樹脂層の周辺部より張り出すように形成してもよい。これにより、フレキシブル基
板の周辺部に機能層形成領域より厚みが薄い部分を設けることになり、製造工程中にフレ
キシブル基板の端面に集中する応力を分散でき、支持体とフレキシブル基板とが製造工程
中に剥離することを防止できる。
【００５６】
　すなわち、例えば、支持体上に樹脂溶液を塗布して熱処理して得た第一樹脂層上に、樹
脂溶液を塗布して熱処理して、第一樹脂層よりも膜厚が大きく、かつ第一樹脂層よりひと
まわり小さい第二樹脂層を積層させて、第二樹脂層より張り出した第一樹脂層の張出部が
剥離防止部を形成する。
そして、第二樹脂層上に機能層を形成した後に剥離防止部を切断分離すれば、残った第一
及び第二の樹脂層がフレキシブル基板を構成する。ここで、第一樹脂層の張り出す距離（
幅）は、第一樹脂層と第二樹脂層を合わせた厚み以上であることが好ましく、第一樹脂層
と第二樹脂層を合わせた厚みの１０倍以上であることがより好ましい。このようにして、
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機能層が形成される機能層形成領域のフレキシブル基板と上記支持体との剥離強度が２０
０Ｎ/ｍ以下０．１Ｎ／ｍ以上であると共に、上記機能層形成領域を囲繞する（取り囲む
）位置に、機能層形成領域のフレキシブル基板より剥離しにくい剥離防止部を形成してお
くことで、フレキシブル基板上に機能層を備えてなる表示装置を製造するのに好適な積層
構造体とすることができる。また、第二樹脂層の膜厚は、第一樹脂層の膜厚と同程度でも
良く、小さくても良い。また、第一樹脂層及び第一樹脂層上に積層した第二樹脂層の層厚
の合計が、剥離防止部上の第一樹脂層の層厚よりも大きいことが好ましい。膜厚の平均値
が１μｍ以上大きいことがより好ましい。ここで、膜厚の平均値は、ダイヤルゲージまた
はマイクロメーターで測定した任意の１０点の膜厚の平均値である。
【００５７】
　次に、機能層形成工程について説明する。
　機能層は、製造する表示装置によって異なる。例えば、有機ＥＬ装置の場合はバリア層
、ＴＦＴ、ＩＴＯ、有機ＥＬ発光層、カラーフィルター層などが挙げられる。また、タッ
チパネルの場合は、透明導電膜、メタルメッシュなどの電極層が挙げられる。これらの機
能層の形成方法は、公知の方法を適用できる。
【００５８】
　また、上記機能層を囲繞する位置に、フレキシブル基板が支持体から剥離されるのを防
止する剥離防止部を形成し、次の支持体除去工程において、上記剥離防止部から機能層形
成領域のフレキシブル基板を分離した後、機能層を備えたフレキシブル基板から支持体を
除去する。
【００５９】
　ここで、剥離防止部は、上記支持体除去工程において、その他の部分（すなわち機能層
形成領域のフレキシブル基板）より剥離し難ければ、その形状や性質は特定されない。例
えば、剥離防止部に対応するフレキシブル基板と支持体との剥離強度（以下、「剥離防止
部の剥離強度」という。）は、機能層形成領域のフレキシブル基板と支持体との剥離強度
と同じでもよく、また機能層形成領域の剥離強度より高くてもよく、低くてもよい。例え
ば、支持体を再利用する場合には、機能層を備えたフレキシブル基板が除去された後に支
持体上に残る枠状のフレキシブル基板を完全に除去する必要がある。このため、上記剥離
防止部の剥離強度は５００Ｎ／ｍ以下であることが好ましく、２００Ｎ／ｍ以下であるこ
とがさらに好ましい。剥離防止部の剥離強度が５００Ｎ／ｍより高いと、例えばスクレー
パーやクリップを用いた剥離防止部の除去が困難になる可能性がある。２００Ｎ／ｍ以下
であると、真空吸引や粘着剤による剥離防止部の除去が容易になる。なお、この剥離防止
部の剥離強度の好ましい下限は、機能層形成領域のフレキシブル基板の剥離強度の下限と
同じく０．１Ｎ／ｍである。
【００６０】
　剥離防止部の形成方法は、上記剥離防止部の機能を満たすものであれば限定しないが、
例えば、以下に示す形成方法が好ましい。
【００６１】
　先ず、上記剥離防止部の形成方法の好ましい例のひとつは、フレキシブル基板を複数の
樹脂層とすることである。すなわち、フレキシブル基板が少なくとも第一樹脂層と第二樹
脂層とを有するようにして、支持体上に形成した第一樹脂層の表面を第二樹脂層で被覆す
ると共に、第二樹脂層の外周部が支持体と接着されるようにして、この第二樹脂層の外周
部が係止部材の役割をして剥離防止部を構成し、支持体から第一樹脂層が剥離するのを防
止する。それにより、第二樹脂層上に機能層を形成して、機能層形成領域のフレキシブル
基板を剥離防止部から切断分離した後には、剥離防止部を除いた第一及び第二樹脂層がフ
レキシブル基板となる。このようにして、機能層が形成される機能層形成領域のフレキシ
ブル基板と支持体との剥離強度が２００Ｎ/ｍ以下０．１Ｎ／ｍ以上であると共に、上記
機能層形成領域を囲繞する位置に、機能層形成領域のフレキシブル基板より剥離しにくい
剥離防止部を形成しておくことで、フレキシブル基板上に機能層を備えてなる表示装置を
製造するのに好適な積層構造体とすることができる。また、第二樹脂層の膜厚は、第一樹
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脂層の膜厚と同程度でも良く、小さくても良い。また、この場合、第一樹脂層及び第一樹
脂層上に積層した第二樹脂層の層厚の合計が、剥離防止部上の第一樹脂層の層厚よりも大
きいことが好ましい。膜厚の平均値が１μｍ以上大きいことがより好ましい。
【００６２】
　また、上記剥離防止部の形成方法の別の好ましい例は、支持体のフレキシブル基板に接
する面の一部を粗化した個所とすることである。すなわち、機能層形成領域の外周側のフ
レキシブル基板と接する位置に支持体が部分粗化面を有しており、該部分粗化面に対応し
て積層されたフレキシブル基板の周縁部分を剥離し難くする。ここで、粗化とは、支持体
表面に凹部を形成することも含む。また、粗化の方法は、公知の方法を用いることができ
るが、好ましくはサンドブラスト、エッチングである。サンドブラストにより粗化する場
合、剥離防止部の粗度Ｒａは０．０１μｍ以上が好ましく、０．１μｍ以上がさらに好ま
しく、また、１０μｍ以下が好ましく、３μｍ以下がさらに好ましい。
【００６３】
　また、上記剥離防止部の形成方法の別の好ましい例は、支持体とフレキシブル基板との
両方に接着している剥離防止層を形成することである。すなわち、機能層形成領域の外周
側でフレキシブル基板の周縁部と支持体との間に剥離防止層を介在させる。ここで、上記
剥離防止層は、テープ、両面テープ、ポリイミド、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、金属な
どが挙げられる。耐熱性、ハンドリング性の観点から、ポリイミドを用いることが好まし
い。テープ、両面テープを用いる場合、テープのフィルムがポリイミドからなることが好
ましい。金属は、支持体表面に銀ペースト、アルミニウムペースト、銅ペーストなどを支
持体表面に塗布した後、加熱し焼結し形成してもよい。剥離防止層は支持体とフレキシブ
ル基板の両方に接着していれば、フレキシブル基板の形成前に剥離防止層を形成してもよ
く、フレキシブル基板の形成後に剥離防止層を形成してもよい。
【００６４】
　また、上記剥離防止部の形成方法の別の好ましい例は、機能層形成工程に先駆けて、フ
レキシブル基板形成工程で形成されたフレキシブル基板の機能層形成領域に対応する位置
のみにＵＶレーザー光を照射し、機能層形成領域の外周側はＵＶレーザー光が照射されな
いようにして、機能層形成領域のフレキシブル基板と支持体との剥離強度に比べて、機能
層形成領域を囲繞する位置のフレキシブル基板と支持体との剥離強度が高い剥離防止部を
形成することである。機能層形成後にＵＶレーザー光を照射することにより、フレキシブ
ル基板から支持体を除去する方法は公知であるが（非特許文献３等）、この場合、ＵＶレ
ーザー光がフレキシブル基板を通過し、機能層にダメージを与える可能性がある。特に、
フレキシブル基板のＵＶレーザー光の波長域での透過率が高い場合、機能層へダメージを
与えるといった問題が発生しやすい。そこで、機能層を形成する領域に対して、機能層形
成前にＵＶレーザー光を照射することにより、機能層へのダメージを与えることなく、表
示装置の製造が可能となる。
【００６５】
　また、上記剥離防止部の別の好ましい例は、剥離防止部が機能層を構成する機能層構成
材料の一部により形成され、支持体上に形成したフレキシブル基板の表面の一部と、該フ
レキシブル基板の外周にあたる支持体の表面とを機能層構成材料からなる膜で被覆するよ
うにして、この機能層構成材料からなる膜が係止部材を構成して、支持体からフレキシブ
ル基板が剥離するのを防止する。好ましくは、この機能層構成材料がフレキシブル基板の
表面から支持体まで連続的に形成され、かつ、当該機能層構成材料が支持体に接着してい
る形態であって、機能層の一部の構成材料が機能層形成領域の外周側に張り出されるよう
にする。すなわち、このような係止部材を構成する機能層構成材料が、機能層を形成する
少なくとも１種の材料と同じ材料からなると共に、フレキシブル基板における機能層形成
領域に対して成膜した機能膜と連接してなる場合には、機能層を形成して剥離防止部から
切断分離された後には、当該機能膜が機能層の少なくとも一部を構成する。
【００６６】
　ここで、機能層構成材料とは、製造過程完了後の最終的な表示装置を構成する材料であ
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り、例えば、無機層としては、酸化珪素、酸化アルミニウム、炭化珪素、酸化炭化珪素、
炭化窒素珪素、窒化珪素、窒化酸化珪素等の無機酸化物膜からなるバリア層や、ＩＴＯ (
tin-doped indium oxide) 、ＳｎＯ、ＺｎＯ、ＩＺＯ等の透明導電膜が挙げられる。また
、機能層構成材料として、カラーレジスト、ブラックレジストなどのカラーフィルター材
料を用いてもよい。例えば、タッチパネルの場合は、無機層としてＩＴＯ、ＳｎＯ、Ｚｎ
Ｏ、ＩＺＯ等の透明導電膜やメタルメッシュが用いられる。なお、「連続的に形成」とは
、機能層構成材料がフレキシブル基板の表面からフレキシブル基板の端面を経由し支持体
の表面まで繋がって形成されていることを意味する。上記機能層構成材料は、フレキシブ
ル基板の周囲全辺で連続的に形成されることは必須ではないが、上記機能層構成材料とし
て無機層を用いた場合、製造工程中、水分や溶剤がフレキシブル基板と接触することを防
ぐ機能も有するため、フレキシブル基板の周囲全辺に上記機能層構成材料を連続的に形成
することも好ましい形態の一つである。
【００６７】
　次に、支持体除去工程について説明する。この工程においては、上記剥離防止部と上記
機能層形成領域のフレキシブル基板を分離した後、フレキシブル基板から支持体を除去す
る。すなわち、フレキシブル基板に機能層を形成した後には、機能層を備えたフレキシブ
ル基板の機能層形成領域を剥離防止部から切断分離して、当該フレキシブル基板から支持
体を除去することで、フレキシブル基板上に機能層を備えた表示装置を得ることができる
。
【００６８】
　機能層形成領域のフレキシブル基板と剥離防止部との分離は、機能層形成領域のフレキ
シブル基板を支持体から剥離する際に、剥離防止部に応力がかからないように分離すれば
よく、フレキシブル基板のみを分離してもよく、支持体ごと分離してもよい。分離の手段
は特に限定されず、例えばナイフやローラーブレードなどの刃を使用してもよい。ここで
、例えば、機能層の一部を構成するバリア層を形成後、刃を使用し機能層形成領域と剥離
防止部との分離を行う場合、フレキシブル基板切断時に切断面から発生するバリア層のク
ラックの防止のため、フレキシブル基板および刃の少なくとも一方を加熱してもよい。適
切な加熱温度は、切断方法、フレキシブル基板およびバリア層の種類などによって異なる
が、フレキシブル基板のガラス転移温度以上に加熱することが好ましい。また、アルカリ
水溶液やプラズマ等によるエッチング、レーザーを分離の手段としてもよい。
【００６９】
　フレキシブル基板から支持体を除去するプロセスは、特に制限はないが、例えば、図９
に示すような機能層形成領域を固定する基体を有する剥離装置を用いて、除去に必要な応
力を基体から機能層形成領域のフレキシブル基板に加え、支持体の除去を行った後、基体
から機能層形成領域を分離するようにしてもよい。その際、支持体を除去するために加え
る応力によるフレキシブル基板の延伸や機能層への損傷を防止するために、吸引、粘着な
どの方法で機能層形成領域の面全体を基体に固定してもよい。吸引により機能層形成領域
を基体に固定する場合、基体内部から基体表面に繋がる細孔を有する基体を使用し、基体
内部を減圧にし、真空を利用して基体表面に機能層形成領域を固定した状態で、フレキシ
ブル基板から支持体を除去した後、基体内部の減圧を解き、基体から機能層形成領域を分
離する方法でもよい。ここで、基体は樹脂でもよく、ステンレスなどの金属であってもよ
い。また、基体－機能層形成領域積層部分の端部に応力をかけ、当該端部から分離しても
良いし、前記基体－機能層形成領域積層部分の全面に応力をかけ、全面をほぼ同時に分離
しても良い。基体の表面形状は曲面であってもよい。このような剥離装置を用いる方法以
外には公知の方法を採用でき、例えば、有機溶剤やアルカリ水溶液を用いたり、ＵＶレー
ザー光や加熱による剥離を適用したりしてもよい。
【００７０】
　機能層形成領域のフレキシブル基板と剥離防止部とを分離した後、先に剥離防止部を支
持体から除去し、機能層形成領域のフレキシブル基板のみを支持体上に残し、その後、機
能層形成領域のフレキシブル基板から支持体を除去しても良い。機能層形成領域を構成す
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るフレキシブル基板から支持体を除去する際には、機能層形成領域を粘着、吸引などの方
法で剥離装置に固定し、剥離に必要な応力を機能層形成領域に加える必要があるが、先に
剥離防止部を支持体から除去する上記の方法によると、機能層形成領域を剥離装置に固定
するために精密な位置合わせを行う必要がなく、また、剥離装置から剥離のための応力を
効率的に機能層形成領域に伝達することができる。
【００７１】
　更に、機能層形成領域のフレキシブル基板と剥離防止部とを分離した後、先に剥離防止
部を支持体から除去し、機能層形成領域のフレキシブル基板のみを支持体上に残し、その
後、機能層形成領域のフレキシブル基板から支持体を除去する方法によると、機能層形成
領域を構成するフレキシブル基板から支持体を除去する際に、フレキシブル基板と支持体
の間に、フレキシブル基板の端面からスクレーパーを差し入れることが容易になる。スク
レーパーを使用することにより、剥離時に機能層にかかる応力が低減でき、機能層の損傷
を防止できる。
【実施例】
【００７２】
　以下、実施例等に基づいて本発明の内容をより具体的に説明するが、本発明はこれら実
施例の範囲に限定されるものではない。なお、各種評価は次のとおりにして行った。
【００７３】
「剥離強度」
　東洋精機製作所社製ストログラフを用いて、ポリイミドを短冊状に切断したサンプルに
ついて、１８０度剥離試験法によるピール強度を測定することにより評価した。
【００７４】
「熱膨張係数」
　３ｍｍ×１５ｍｍのサイズのポリイミドフィルムを、熱機械分析（ＴＭＡ）装置にて５
．０ｇの荷重を加えながら一定の昇温速度（２０℃／ｍｉｎ）で３０℃から２６０℃の温
度範囲で引張り試験を行い、温度に対するボリイミドフィルムの伸び量から熱膨張係数（
×１０－６／Ｋ）を測定した。
【００７５】
「透過率」
　ポリイミドフィルム（５０ｍｍ×５０ｍｍ）をＵ４０００形分光光度計にて、４４０ｎ
ｍから７８０ｎｍにおける光透過率の平均値を求めた。
【００７６】
「機能層形成部の剥離性」
　ポリイミドと支持体との積層体から、人手により機能層形成領域のポリイミドの剥離を
行い、剥離強度が強く人手での剥離が不可の場合を×とし、剥離が可能な場合を△とし、
剥離が容易なときは○とし、剥離が極めて容易なときは◎と評価した。
【００７７】
「バリアクラック」
　８０ｎｍのシリコン窒化膜をＣＶＤで成膜し、クラックの発生をヤマト科学社製マイク
ロスコーフＫＨ－７７００で観察した。１０ｍｍ角の視野において、クラックの数が２０
個以上の場合は評価結果を×とし、１０個以上２０個未満の場合は評価結果を○とし、１
０個未満またはクラックが無い場合を◎とした。
【００７８】
「水浸漬」
　ポリイミドと支持体との積層体を２０℃の水に１時間浸漬した後、水中から取り出しポ
リイミドと支持体の剥離の有無を目視で確認した。剥離箇所がなかった場合は評価結果を
○とし、全面剥離または剥離箇所があった場合は評価結果を×とした。
【００７９】
　以下の合成例や実施例および比較例において取扱われるポリアミド酸（ポリイミド前駆
体）溶液の合成に用いた原料、芳香族ジアミノ化合物、芳香族テトラカルボン酸の酸無水
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物化合物、溶剤を以下に示す。
〔芳香族ジアミノ化合物〕
・１,４－フェニレンジアミン（ＰＰＤ）
・４,４’－ジアミノジフェニルエーテル（ＤＡＰＥ）
・２,２’－ジメチル－4，4’－ジアミノビフェニル（ｍＴＢ）
・１,３－ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン（ＴＰＥＲ）
・２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン（ＢＡＰＰ）
〔芳香族テトラカルボン酸の無水物化合物〕
・無水ピロメリット酸（ＰＭＤＡ）
・２，３，２’，３’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）
・４，４‘－（ヘキサフルオロイソプロピリデン）ジフタル酸無水物（６ＦＤＡ）
〔溶媒〕
・Ｎ、Ｎ―ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）
【００８０】
（合成例１）
　窒素気流下で、ＰＰＤ８．０ｇを３００mlのセパラブルフラスコの中で攪拌しながら溶
剤ＤＭＡｃｇ中に加え加温し、５０℃で溶解させた。次いで、ＢＰＤＡを２２．０ｇ加え
た。その後、溶液を室温で３時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠なポリアミド酸溶液
ａを得た。なお、このポリアミド酸ａを加熱することにより茶褐色のポリイミドａが得ら
れる。
【００８１】
（合成例２）
　窒素気流下で、ＴＦＭＢ１８．９ｇを５００mlのセパラブルフラスコの中で攪拌しなが
ら溶剤ＤＭＡｃ中に加え溶解させた。次いで、６ＦＤＡを２６．１ｇ加えた。その後、溶
液を室温で５時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠なポリアミド酸溶液ｂを得た。なお
、このポリアミド酸ｂを加熱することにより透明なポリイミドｂが得られる。
【００８２】
（合成例３）
　窒素気流下で、ＴＦＭＢ２６．３ｇを５００mlのセパラブルフラスコの中で攪拌しなが
ら溶剤ＤＭＡｃ中に加え溶解させた。次いで、ＰＭＤＡを１６．１ｇ、６ＦＤＡを１．８
ｇ加えた。その後、溶液を室温で５時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠なポリアミド
酸溶液ｃを得た。なお、このポリアミド酸ｃを加熱することにより透明なポリイミドｃが
得られる。
【００８３】
（合成例４）
　窒素気流下で、ＢＡＰＰ２９．１ｇを５００mlのセパラブルフラスコの中で攪拌しなが
ら溶剤ＤＭＡｃ中に加え溶解させた。次いで、ＢＰＤＡ３．２３ｇおよびＰＭＤＡ１３．
６を加えた。その後、溶液を室温で３時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠なポリアミ
ド酸溶液ｄを得た。なお、このポリアミド酸ｄを加熱することにより茶褐色のポリイミド
ｄが得られる。
【００８４】
（合成例５）
　窒素気流下で、ＭＡＢＡ６６．５ｇおよびＤＡＰＥ３４．５ｇを２Ｌのセパラブルフラ
スコの中で攪拌しながら溶剤ＤＭＡｃｇ中に加え溶解させた。次いで、ＰＭＤＡ９２．６
ｇを加えた。その後、溶液を室温で１．５時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠なポリ
アミド酸溶液ｅを得た。なお、このポリアミド酸ｅを加熱することにより茶褐色のポリイ
ミドｅが得られる。
【００８５】
（合成例６）
　窒素気流下で、ｍＴＢ２０．３ｇおよびＴＰＥ－Ｒ３．１ｇを５００mlのセパラブルフ
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ラスコの中で攪拌しながら溶剤ＤＭＡｃｇ中に加え溶解させた。次いで、ＰＭＤＡ１８．
４およびＢＰＤＡ６．２ｇを加えた。その後、溶液を室温で４時間攪拌を続けて重合反応
を行い、粘稠なポリアミド酸溶液ｆを得た。なお、このポリアミド酸ｆを加熱することに
より黄褐色のポリイミドｆが得られる。
【００８６】
　［参考例１］
　支持体として厚さ３０μｍのフェライト系ステンレス箔を用い、その４辺の端部から１
０ｍｍの部分をサンドブラストにより粗化を行った。続いて、フレキシブル基板を形成す
るために、このステンレス箔上の４辺から内側へ５ｍｍの部分を残して、ポリアミド酸溶
液ａをアプリケーターを用いて熱処理後の厚みが８μｍとなるように塗布した。次いで、
熱風オーブンを用いて、１００℃で５分加熱した後、３７０℃まで４℃／分で昇温し、続
いて５００℃まで２０℃／分で昇温し４０分保持し、図１に示したような、ステンレス箔
とポリイミドａとの積層体を得た。ここで、ステンレス箔とポリイミドａの積層部分にお
いて、粗化が行われた部分が剥離防止部に相当し、粗化が行われていない部分が機能層形
成領域に相当する。この積層体の水浸漬試験の結果、剥離は見られなかった。積層体の４
辺を端部から１２ｍｍを切断除去した後、残存するポリイミドａ（機能層形成領域）は、
支持体から極めて容易に剥離可能であった。この積層体の中央部（残存するポリイミドａ
）の剥離強度は８Ｎ／ｍであり、上記粗化を行った部分（剥離防止部）の剥離強度は８０
Ｎ／ｍであった。その他、熱膨張係数の評価結果を表１に示した。
【００８７】
［実施例２］
　支持体として厚さ０．５ｍｍ、１５０ｍｍ×１５０ｍｍの大きさの無アルカリガラスを
用いて、その上にアプリケーターにより、熱処理後の膜厚が３μｍとなるようにポリアミ
ド酸溶液ｂを１４０ｍｍ×１４０ｍｍの大きさで塗布し、熱風オーブンを用いて、１３０
℃、１５０℃でそれぞれ２分加熱乾燥し、樹脂溶液中の溶剤を除去した。次いで、熱処理
後の厚みが２２μｍとなるように、ポリアミド酸溶液ｂを１３０ｍｍ×１３０ｍｍの大き
さで塗布し、熱風オーブンを用いて、１３０℃、１５０℃、２００℃、２５０℃で合計３
０分加熱後、３６０℃で１分間加熱し、図２に示したような、支持体であるガラスとフレ
キシブル基板であるポリイミドｂとの積層体を得た。この支持体１上に形成されたポリイ
ミドｂは、二層に重ねた厚み２５μｍの部分が機能層形成領域に相当し（１３０ｍｍ×１
３０ｍｍの大きさを有する）、その周囲に厚さ３μｍの張り出し部分が剥離防止部に相当
する（約５ｍｍの張り出し幅を有する）。この積層体の水浸漬試験の結果、剥離は見られ
なかった。ポリイミドｂの４辺を端部から８ｍｍの箇所に切れ目を入れた後、ポリイミド
ｂは中央部（上記切れ目の内側部分）、周辺部（上記切れ目の外側部分）ともに支持体か
ら極めて容易に剥離可能であった。その他、剥離強度、熱膨張係数、透過率の評価結果を
表１に示した。
【００８８】
［実施例３］
　支持体として厚さ０．５ｍｍ、１５０ｍｍ×１５０ｍｍの大きさの無アルカリガラスを
用いて、その上にアプリケーターにより、熱処理後の膜厚が２２μｍとなるようにポリア
ミド酸溶液ｃを１３０ｍｍ×１３０ｍｍの大きさで塗布し、熱風オーブンを用いて、１２
０℃で５分加熱乾燥し、樹脂溶液中の溶剤を除去した。次いで、熱処理後の厚みが３μｍ
となるように、ポリアミド酸溶液ｄを１４０ｍｍ×１４０ｍｍの大きさでポリアミド酸ｃ
の層を覆うように塗布し、熱風オーブンを用いて、１３０℃、１５０℃、２００℃、２５
０℃で合計３０分加熱後、３６０℃で１分間加熱し、図３に示したような、支持体である
ガラスとポリイミドｃ及びポリイミドｄとの積層体を得た。この積層体は、ポリイミドｃ
及びポリイミドｄによりフレキシブル基板を形成し、ポリイミドｃの厚み２２μｍとポリ
イミドｄの厚み３μｍとからなる厚み２５μｍの部分が機能層形成領域に相当し（１３０
ｍｍ×１３０ｍｍの大きさを有する）、その周囲にポリイミドｄからなる厚さ３μｍの張
り出し部分が剥離防止部に相当する（約５ｍｍの幅張り出し幅を有する）。この積層体の
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水浸漬試験の結果、剥離は見られなかった。ポリイミドｃ及びポリイミドｄからなるポリ
イミドの４辺を端部から８ｍｍの箇所に切れ目を入れた後、ポリイミドの中央部（上記切
れ目の内側部分）は極めて容易に剥離可能であり、周辺部（上記切れ目の外側部分）の剥
離も可能であった。その他、剥離強度、熱膨張係数の評価結果を表１に示した。
【００８９】
［実施例４］
　支持体として厚さ０．５ｍｍ、１５０ｍｍ×１５０ｍｍの大きさの無アルカリガラスを
用いて、その上にアプリケーターにより、熱処理後の膜厚が２５μｍとなるようにポリア
ミド酸溶液ｅを１３０ｍｍ×１３０ｍｍの大きさで塗布し、熱風オーブンを用いて、９０
℃で１０分間加熱した。次いで、塗布したポリアミド酸溶液ｅの平行する二辺上に、ポリ
アミド酸溶液ｅとガラスの両方にかかるようにポリアミド酸溶液ｄを熱処理後の厚みが２
５μｍとなるように６ｍｍ幅で塗布し、熱風オーブンを用いて、９０℃から３６０℃まで
２０℃／分で加熱を行ない、図４に示したような、フレキシブル基板を形成するポリイミ
ドｅと支持体であるガラスとの積層体を得た。ポリイミドｄは、ポリイミドeの表面から
ガラス表面まで連続的に形成されていることが目視で確認され、ポリイミドｅとガラスと
にそれぞれ約３ｍｍ接していた。ここで、ポリイミドeがガラスと接しており、かつポリ
イミドｄと接していない部分が機能層形成領域に相当し、ポリイミドｄがガラスと接して
いる部分が剥離防止部に相当する。この積層体の水浸漬試験の結果、剥離は見られなかっ
た。ポリイミドｄと接しているポリイミドｄの二辺から１ｍｍ内側の位置に切れ目を入れ
た後、中央部（上記切れ目の内側部分）は容易に剥離可能であり、ポリイミドｄはガラス
から剥離可能であった。その他、剥離強度、熱膨張係数、バリアクラックの評価結果を表
１に示した。
【００９０】
　［参考例５］
　支持体として厚さ０．５ｍｍ、１５０ｍｍ×１５０ｍｍの大きさの無アルカリガラスを
用いて、その上にアプリケーターにより、熱処理後の膜厚が２μｍとなるようにポリアミ
ド酸溶液ｄを、ガラスの四辺に沿って１０ｍｍ幅で塗布し、熱風オーブンを用いて、１３
０℃で２０秒加熱した。次いで、ポリアミド酸溶液ｆを１４０ｍｍ×１４０ｍｍの大きさ
で塗布し、熱風オーブンを用いて、９０℃から３６０℃まで２０℃／分で加熱を行ない、
図５に示したような、フレキシブル基板を形成するポリイミドｆと支持体であるガラスと
の積層体を得た。このとき、ポリイミドｄはポリイミドｆに約５ｍｍ接していた。ここで
、ポリイミドｆがガラスと接している部分が機能層形成領域に相当し、ポリイミドｄが剥
離防止部に相当する。この積層体の水浸漬試験の結果、剥離は見られなかった。ポリイミ
ドｆの４辺を端部から８ｍｍの箇所に切れ目を入れた後、ポリイミドの中央部（上記切れ
目の内側部分、機能層形成部に相当）は極めて容易に剥離可能であり、周辺部（上記切れ
目の外側部分）の剥離も可能であった。その他、剥離強度、熱膨張係数、バリアクラック
の評価結果を表１に示した。
【００９１】
［実施例６］
　支持体として厚さ０．５ｍｍ、１５０ｍｍ×１５０ｍｍの大きさの無アルカリガラスを
用いて、その上にアプリケーターにより、熱処理後の膜厚が１０μｍとなるようにポリア
ミド酸溶液ｃを１４０ｍｍ×１４０ｍｍの大きさで塗布し、熱風オーブンを用いて、１３
０℃で加熱乾燥し、樹脂溶液中の溶剤を除去した。次いで、１５０℃、２００℃、２５０
℃で合計３０分加熱後、３６０℃で１分間加熱し、支持体であるガラスとフレキシブル基
板であるポリイミドｃとの積層体を得た。次いで、図６に示したように、この積層体のポ
リイミドｃ側の全面に、厚さ８０ｎｍのシリコン窒化膜をＣＶＤで成膜した。シリコン窒
化膜からなるバリア層は機能層であって、ポリイミドｃの表面からガラス表面まで連続的
に形成されていることがＳＥＭによる観察で確認された。ここで、ポリイミドｃ上にシリ
コン窒化膜が成膜されている部分が機能層形成領域に相当し、ガラス表面にシリコン窒化
膜が成膜されている部分が剥離防止部に相当する。この積層体の水浸漬試験の結果、剥離
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は見られなかった。ポリイミドｃの４辺を端部から３ｍｍの箇所に切れ目を入れた後、ポ
リイミドの中央部（上記切れ目の内側部分）および周辺部（上記切れ目の外側部分）は極
めて容易に剥離可能であった。その他、剥離強度、熱膨張係数、透過率、バリアクラック
の評価結果を表１に示した。
【００９２】
［実施例７］
　支持体として厚さ０．５ｍｍ、１５０ｍｍ×１５０ｍｍの大きさの無アルカリガラスを
用いて、その上にアプリケーターにより、熱処理後の膜厚が２５μｍとなるようにポリア
ミド酸溶液ｃを１４０ｍｍ×１４０ｍｍの大きさで塗布し、熱風オーブンを用いて、１３
０℃で５分加熱乾燥し、樹脂溶液中の溶剤を除去した。次いで、１５０℃、２００℃、２
５０℃で合計３０分加熱後、３６０℃で１分間加熱し、支持体であるガラスとフレキシブ
ル基板であるポリイミドｃとの積層体を得た。次に、ポリイミドｃの４辺をポリイミドの
端部から５ｍｍの位置でカミソリの刃を用いて、ガラス表面まで切れ目を入れた後、周辺
部のポリイミドを４辺ともガラスから剥離した。この周辺部の剥離は極めて容易であった
。次いで、図７に示したように、この積層体上にポリイミドｃを覆うように、成膜後の厚
みが５μｍとなるようにガラスペーストを１４０×１４０ｍｍの大きさで塗布し、１００
℃で１０分、１５０℃で２分、３８０℃で２分、４００℃で１０分加熱を行った。ガラス
ペーストから形成したバリア層は、ポリイミドｃの表面からガラス表面まで連続的に形成
されていることがＳＥＭによる観察で確認された。ここで、ポリイミドｃ上にガラスペー
ストが成膜されている部分が機能層形成領域に相当し、ガラス表面にガラスペーストが成
膜されている部分が剥離防止部に相当する。この積層体の水浸漬試験の結果、剥離は見ら
れなかった。ポリイミドｃの４辺を端部から３ｍｍの箇所に切れ目を入れた後、ポリイミ
ドの中央部（上記切れ目の内側部分）および周辺部（上記切れ目の外側部分）は極めて容
易に剥離可能であった。その他、剥離強度、熱膨張係数、透過率、バリアクラックの評価
結果を表１に示した。
【００９３】
［実施例８］
　ポリアミド酸溶液ｂをガラス上に二層重ねて塗布した後の加熱処理として、１３０℃、
１５０℃、２００℃、２５０℃で合計３０分加熱後、３６０℃で６分間加熱したこと以外
は実施例２と同様にして、ガラスとポリイミドｂの積層体を得た。この積層体の水浸漬試
験の結果、剥離は見られなかった。ポリイミドｂの４辺を端部から８ｍｍの箇所に切れ目
を入れた後、ポリイミドｂは中央部（上記切れ目の内側部分）、周辺部（上記切れ目の外
側部分）ともに極めて容易に剥離可能であった。その他、剥離強度、熱膨張係数、透過率
の評価結果を表１に示した。
【００９４】
［実施例９］
　ポリアミド酸溶液ｃをガラス上に塗布した後の加熱処理として、１３０℃で５分加熱乾
燥し、樹脂溶液中の溶剤を除去し、次いで、１５０℃、２００℃、２５０℃で合計３０分
加熱後、３２０℃で１分間加熱したこと以外は、実施例６と同様にして、ガラスとポリイ
ミドｃの積層体を作成し、更に実施例６と同様にシリコン窒化膜を製膜した。シリコン窒
化膜からなるバリア層は、ポリイミドｃの表面からガラス表面まで連続的に形成されてい
ることがＳＥＭによる観察で確認された。この積層体の水浸漬試験の結果、剥離は見られ
なかった。ポリイミドの４辺を端部から３ｍｍの箇所に切れ目を入れた後、ポリイミドの
中央部（上記切れ目の内側部分）および周辺部（上記切れ目の外側部分）は極めて容易に
剥離可能であった。その他、剥離強度、熱膨張係数、バリアクラックの評価結果を表１に
示した。
【００９５】
［実施例１０］
　熱処理後の膜厚が４μｍとなるようにポリアミド酸溶液ｃを塗布したこと以外は、実施
例６と同様にして、ガラスとポリイミドｃの積層体を作成し、更に実施例６と同様にシリ
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コン窒化膜を製膜した。シリコン窒化膜からなるバリア層は、ポリイミドｃの表面からガ
ラス表面まで連続的に形成されていることがＳＥＭによる観察で確認された。この積層体
の水浸漬試験の結果、剥離は見られなかった。ポリイミドの４辺を端部から３ｍｍの箇所
に切れ目を入れた後、ポリイミドの中央部（上記切れ目の内側部分）および周辺部（上記
切れ目の外側部分）は極めて容易に剥離可能であった。その他、剥離強度、熱膨張係数の
評価結果を表１に示した。
【００９６】
［比較例１］
　サンドブラストにより粗化を行わなかったこと以外は、実施例１と同様にしてステンレ
ス箔とポリイミドａの積層体を得た。この積層体の水浸漬試験の結果、ポリイミドaはス
テンレス箔から剥離した。その他、剥離強度、熱膨張係数の評価結果を表１に示した。
【００９７】
［比較例２］
　熱処理をイナートオーブンで行ったこと以外は、実施例１と同様にしてステンレス箔と
ポリイミドａの積層体を得た。オーブン中の酸素濃度は約１％であった。この積層体の水
浸漬試験の結果、剥離は見られなかった。積層体の４辺を端部から１２ｍｍを切断除去し
た後、残存するポリイミドａは人手では剥離はできなかった。この積層体の中央部（残存
するポリイミドａ）の剥離強度は１８００Ｎ／ｍであり、剥離防止部の剥離強度は高すぎ
て測定不能であった。その他、熱膨張係数の評価結果を表１に示した。
【００９８】
［比較例３］
　実施例３と同様にして、ガラスとポリイミドｃ、ポリイミドｄの積層体を得た後、ポリ
イミドに切れ目を入れずに、ポリイミドｃ及びｄの剥離を行った結果、剥離は可能であっ
たが、剥離中にポリイミドｃ及びｄにしわが生じた。その他、剥離強度、熱膨張係数の評
価結果を表１に示した。
【００９９】
［比較例４］
　実施例７と同様にして、４辺を剥離したポリイミドｃとガラスの積層体を得た後、この
積層体のポリイミドｃ側の全面に、８０ｎｍのシリコン窒化膜をＣＶＤで成膜した。その
結果、図８に示したように、シリコン窒化膜からなるバリア層は連続的に形成されず、ポ
リイミドｃの側面にはシリコン窒化膜が成膜されていないことがＳＥＭによる観察で確認
された。つまり、剥離防止部は存在しない。この積層体の水浸漬試験の結果、ポリイミド
ｃがガラスから剥離した。その他、剥離強度、熱膨張係数、透過率、バリアクラックの評
価結果を表１に示した。
【０１００】
［比較例５］
　ポリイミドの４辺に切れ目を入れなかったこと以外は、実施例６と同様にしてガラスか
らポリイミドを剥離した後、シリコン窒化膜を観察した結果、実施例６におけるポリイミ
ドの中央部に対応する箇所にはクラックはなかったものの、周辺部から約２０ｍｍの範囲
には多数のクラックが確認された。その他、剥離強度、熱膨張係数、透過率、バリアクラ
ックの評価結果を表１に示した。
【０１０１】
［比較例６］
　ポリアミド酸溶液ｃの代わりにポリアミド酸溶液ｄを塗布したこと以外は、実施例６と
同様にして、ガラスとポリイミドｄの積層体を作成し、さらに実施例６と同様にシリコン
窒化膜を製膜した。シリコン窒化膜からなるバリア層は、ポリイミドｄの表面からガラス
表面まで連続的に形成されていることがＳＥＭによる観察で確認された。この積層体の水
浸漬試験の結果、剥離は見られなかった。ポリイミドの４辺を端部から３ｍｍの箇所に切
れ目を入れた後、積層体の中央部（上記切れ目の内側部分）および周辺部（上記切れ目の
外側部分）は人手で剥離は可能であったものの、剥離時にポリイミドに伸び、しわが発生
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することが観察された。その他、剥離強度、熱膨張係数、バリアクラックの評価結果を表
１に示した。
【０１０２】
［比較例７］
　ガラス上にポリアミド酸溶液ｃを塗布して１３０℃で５分加熱乾燥し、樹脂溶液中の溶
剤を除去し、次いで、１５０℃、２００℃、２５０℃で合計３０分加熱後、２７０℃で１
分間加熱したこと以外は、実施例６と同様にして、ガラスとポリイミドｃの積層体を作成
し、更に実施例６と同様にシリコン窒化膜を製膜した。シリコン窒化膜からなるバリア層
は、ポリイミドｃの表面からガラス表面まで連続的に形成されていることがＳＥＭによる
観察で確認された。この積層体の水浸漬試験の結果、剥離は見られなかった。積層体の４
辺を端部から３ｍｍの箇所に切れ目を入れた後、積層体の中央部（上記切れ目の内側部分
）および周辺部（上記切れ目の外側部分）は人手では剥離はできなかった（剥離強度は２
００Ｎ／ｍ超）。その他、剥離強度、熱膨張係数、透過率の評価結果を表１に示した。
【０１０３】
［比較例８］
　ポリアミド酸溶液ａを用いて、別途ガラス上に塗布して実施例１と同様の硬化条件でポ
リイミドａのフィルムを得た。得られたポリイミドａのフィルムの４辺の端部から５ｍｍ
の部分に粘着剤を塗布したのち、粘着剤を塗布した面を厚さ３０μｍのフェライト系ステ
ンレスに圧着し、ステンレス箔とポリイミドａの積層体を得た。この積層体の水浸漬試験
の結果、ステンレスとポリイミドの界面へ水が浸入し、ステンレスからのポリイミドの浮
きが見られた。その他、剥離強度、熱膨張係数の評価結果を表１に示した。
【０１０４】
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【表１】

【０１０５】
［実施例１１］
　上記実施例６と同様にして、ガラスとポリイミドｃの積層体を得て、この積層体のポリ
イミドｃ側の全面に厚さ８０ｎｍのシリコン窒化膜をＣＶＤで成膜した。このシリコン窒
化膜が透湿を阻止するガスバリア層として機能し、その上面にカラーフィルター層を形成
した。そして、ポリイミドｃの４辺に対して、端部から３ｍｍの箇所に切れ目を入れた後
、カラーフィルター層が形成された部分にあたるポリイミドｃの中央部（上記切れ目の内
側部分）を剥離したところ、ガスバリア層やカラーフィルター層にクラック等が発生する
ことなく、極めて容易に剥離することができ、ポリイミドｃをフレキシブル基板に用いた
カラーフィルター基板を得ることができた。
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